
現場代理人の常駐義務緩和及び兼任に関する運用について 

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、工事の施工及び契約

関係事務に関する一切の事項（請負代金額の変更、契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であるこ

とから、発注者との常時の連絡に支障を来さないよう、工事現場への常駐が義務付けられています。（建設工事請

負工事契約約款第 11条第２項） 

 

1. 「常駐を要しない期間」について 

以下のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、

発注者との連絡体制が確保されると認めた場合は、当該工事への常駐は要しないものとし、他工事との兼任を認

めることとする。 

なお、その際には、発注者と受注者との間で設計図書もしくは工事打合簿等の書面により、その期間を明確にし

ておくこととする。 

(1) 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間。 （現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事

等が開始されるまでの間) 

(2) 鹿屋市建設工事請負工事契約約款第 18条により、工事を全面的に一時中止している期間 

(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われている期間。ま

た、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合

は、同一の現場代理人が、これらの製作を一括して運営、取締りを行うことができるものとする。 

(4) (1)から(3)に掲げる期間のほか、受注者から工事完成の通知があり、完成検査、事務手続、後片付け等のみ

が残っているなど、工事現場において作業等が行われていない期間 

 

2. 「兼任を認める工事」について 

上記 1のいずれかの要件を満たす場合以外にも、次の(1)から(5)を全て満たし、工事現場における運営、取締

り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合、工事現場の兼任を認めるものとする。 

また、主たる工種が区画線工事の場合、次の(1)、(2)及び(6)の全てを満たし、工事現場における運営、取り締

まり及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合は工事現場の兼任を認めるものとする。 

なお、専任の主任（監理）技術者と現場代理人を兼務する場合において、専任の技術者配置の特例により他の

現場と兼任が認められた工事については(2)、(4)、(5)の要件を満たすものとし、兼任できる工事は２件までとす

る。 

(1) 兼任できる工事は３件までとし、それぞれの工事の請負金額が 4,500万円未満であること。ただし、設計変

更により、工事の請負金額が 4,500万円以上となり、各々の工事における主任（監理）技術者と現場代理人

が異なる場合においては、受発注者協議の上、兼任することが出来る。 

(2) 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること。 

(3) 兼任する工事は、市内又は相互の移動が概ね１時間以内であること。 

(4) 発注者又は監督員が求めた場合には工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。 

(5) 兼任する現場代理人は、必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに、１日１回以上、担当工事現場を

巡回し、現場管理等に当たること。 

(6) 兼任する現場代理人は、必ず担当する工事現場のいずれかに常駐するとともに、それぞれの現場稼働日は重

複しないこと。 


